
令
和
６
年
度
の
保
険
料
は
月
額
１
６
，

９
８
０
円
で
す
。

納
付
方
法
は
、
納
付
書
、
口
座
振
替
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
か
ら
選
択
で
き
ま

す
。

○
納
付
書
の
場
合
は
銀
行
、
農
協
、
信
用
金

庫
等
の
他
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
が
で
き
ま
す
。

○
口
座
振
替
の
場
合
は
、
金
融
機
関
等
で
手

続
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
口
座

振
替
で
毎
月
の
保
険
料
を
納
め
る
場
合
、

当
月
分
の
保
険
料
を
当
月
末
に
引
き
落
と

す「
早
割
」を
申
し
込
む
と
月
額
50
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
。

○
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
い
の
場
合
は
、

年
金
手
帳
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
参

の
上
、
年
金
事
務
所
に
お
い
て
手
続
を
行

な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
引
き

落
と
し
時
期
は
、
金
融
機
関
・
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の

で
事
前
に
各
会
社
へ
ご
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
合
せ

名
古
屋
西
年
金
事
務
所

　

０
５
２・５
２
４・６
８
５
５

住
民
課
住
民
・
年
金
グ
ル
ー
プ

　

28
・
０
９
６
６（
直
通
）

国
民
年
金
保
険
料
の
お
し
ら
せ

学
生
の
方
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
学
生
納
付
特
例
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

令
和
5
年
度
に
学
生
納
付
特
例
を
承
認
さ

れ
た
方
で
、
今
年
度
も
同
じ
学
校
に
在
籍
す

る
方
に
は
、
4
月
初
旬
か
ら
順
次
日
本
年
金

機
構
よ
り
、「
学
生
納
付
特
例
申
請
書（
ハ
ガ

キ
）」が
郵
送
さ
れ
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
返
送
す
る
こ
と
に
よ
り
学
生
納
付
特
例
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

▼
窓
口
申
請
で
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
の
住
民
票
）

・
本
人
確
認
書
類

・
学
生
証
も
し
く
は
学
生
証
の
写
し（
両
面
）

代
理
人
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、委
任
状
、

代
理
人
と
被
保
険
者
の
本
人
確
認
書
類
も

必
要
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ

名
古
屋
西
年
金
事
務
所

　

０
５
２・５
２
４・６
８
５
５

住
民
課
住
民
・
年
金
グ
ル
ー
プ

　

28
・
０
９
６
６

国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度

た
め
、
交
付
割
合
は
5
％
を
下
回
っ
て
い

ま
す
。
５
％
と
の
差
分
は
65
歳
以
上
の
方

の
保
険
料
の
負
担
割
合
に
加
算
し
て
負

担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
介
護
保
険
基
金
が
底

を
つ
き
、
給
付
費
が
伸
び
、
か
つ
調
整
交

付
金
は
５
％
を
下
回
る
見
込
み
で
す
。
こ

う
し
た
こ
と
が
重
な
っ
た
こ
と
が
今
回

の
介
護
保
険
料
の
増
額
の
要
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。

●
介
護
保
険
の
仕
組
み（
参
考
例
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
通
所
介
護
）を
利
用

し
た
自
己
負
担
は
い
く
ら
？

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
在
宅
介
護
を
受

け
て
い
る
高
齢
者
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
な
ど
に
通
い
、
入
浴
や
食
事
の
提

供
、
機
能
訓
練
な
ど
を
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。

要
介
護
度
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

1
回
利
用
す
る
と
、
約
８
，
０
０
０
円
の

サ
ー
ビ
ス
費
用
が
発
生
し
ま
す
。

介
護
保
険
の
適
用
に
よ
っ
て
、
自
己
負

担
は
1
割（
約
8
０
０
円
）で
、
残
り
の
9

割
は
介
護
給
付
費
と
し
て
皆
さ
ん
に
収

め
て
い
た
だ
い
た
保
険
料
と
国
・
県
・
町

の
負
担
金
で
賄
わ
れ
ま
す
。

※
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は
、
自
己

負
担
が
2
割
又
は
3
割
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
０
１
０
０

高齢者人口・要介護認定者数の推移� （単位：人）
区　　分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

前期高齢者数（65歳～ 74歳） 1,729 1,663 1,546 1,416 1,334 1,340
後期高齢者数（75歳以上） 1,804 1,838 1,939 2,155 2,246 2,256
要介護認定者数 581 579 588 632 665 685
各年度4月1日時点、令和6年度以降は見込み
介護給付費の推移� （単位：千円）

区　　分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

介護給付費 912,772 932,970 999,643 1,094,753 1,162,637 1,230,416
認定者1人当たりの
1か月の介護給付費 131 134 142 144 146 150

令和5年度以降は見込み

広報とよやま　令和6年4月号
暮らしの情報15

特
　
集

暮
ら
し
の
情
報

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信


